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一 
選

挙

管

理

委

員

会

告

示 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号 

 

令
和
五
年
二
月
十
七
日
付
け
を
も

て
八
千
代
市
八
千
代
台
北
九―

九―

一
三
ド
エ
ル
八
千
代
二
〇
三

号
室
田
端
善
人
か
ら
提
出
の
あ

た
令
和
四
年
十
二
月
十
八
日
執
行
の
八
千
代
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に

お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
対
し

次
の
と
お
り
裁
決
し
た

 

 
 

令
和
五
年
四
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

菊 

地 
 

秀 

樹 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                 

 
 

 
 

                                   

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

4 

月

18

日 

号 
 

外 

 

裁
決

書
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

八
千

代
市

八
千

代
台

北
９

－
９

－
１

３
ド

エ
ル

八
千

代
２

０
３

号
室

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
審

査
申

立
人

 
田

端
 

善
人

 

 
上

記
審

査
申

立
人

か
ら

、
令

和
５

年
２

月
１

７
日

付
け

を
も

っ
て

提
起

さ
れ

た
令

和
４

年
１

２
月

１
８

日
執

行
の

八
千

代
市

議
会

議
員

一
般

選
挙

に
お

け
る

選
挙

の
効

力
に

関
す

る
審

査
の

申
立

て
に

つ
い

て
、

当
委

員
会

は
次

の
と

お
り

裁
決

す
る

。
 

主
 

 
 

 
 

 
 

文
 

 
本

件
審

査
の

申
立

て
を

棄
却

す
る

。
 

事
 

案
 

の
 

概
 

要
 

１
 

事
案

の
要

旨
 

 
 

審
査

申
立

人
（

以
下

「
申

立
人

」
と

い
う

。
）

は
、

令
和

４
年

１
２

月
１

８
日

執
行

の
八

千
代

市
議

会
議

員
一

般
選

挙
（

以
下

「
本

件
選

挙
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
、

同
月

３
０

日
に

八
千

代
市

選
挙

管

理
委

員
会

（
以

下
「

市
委

員
会

」
と

い
う

。
）

に
対

し
、

選
挙

の
効

力
に

関
す

る
異

議
の

申
出

を
し

た

と
こ

ろ
、

市
委

員
会

は
令

和
５

年
１

月
２

７
日

に
こ

の
異

議
の

申
出

を
棄

却
す

る
旨

の
決

定
（

以
下

「
原

決
定

」
と

い
う

。
）

を
し

、
同

月
２

９
日

に
申

立
人

に
対

し
て

決
定

書
を

交
付

し
た

。
 

 
 

申
立

人
は

原
決

定
を

不
服

と
し

て
、

当
委

員
会

に
対

し
、

原
決

定
を

取
り

消
し

、
本

件
選

挙
を

無
効

と
す

る
旨

の
裁

決
を

求
め

て
審

査
の

申
立

て
を

し
た

も
の

で
あ

る
。

 

２
 

前
提

事
実

 

 

 
 

市
町

村
の

議
会

の
議

員
又

は
市

町
村

長
の

選
挙

に
係

る
選

挙
公

報
は

、
公

職
選

挙
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

０
０

号
。

以
下

「
公

選
法

」
と

い
う

。
）

第
１

７
２

条
の

２
の

規
定

に
よ

る
任

意
制

選
挙

公

報
で

あ
り

、
公

選
法

第
１

６
７

条
か

ら
第

１
７

１
条

ま
で

の
規

定
に

準
じ

て
、

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ

に
よ

り
発

行
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

八
千

代
市

で
は

、
八

千
代

市
選

挙
公

報
の

発
行

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
６

０
年

八
千

代
市

条
例

第
２

５
号

。
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）

を
定

め
て

お
り

、
そ

の
配

布
方

法
に

つ
い

て
は

、
条

例
第

５
条

で

「
選

挙
公

報
は

、
当

該
選

挙
に

用
う

べ
き

選
挙

人
名

簿
に

登
録

さ
れ

た
者

の
属

す
る

各
世

帯
に

対
し

て
、

選
挙

の
期

日
の

前
日

ま
で

に
配

布
す

る
も

の
と

す
る

。
」

と
規

定
し

て
お

り
、

ま
た

、
第

７
条

で

は
「

こ
の

条
例

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

選
挙

公
報

の
発

行
の

手
続

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

委
員

会

が
別

に
定

め
る

。
」

と
規

定
し

て
い

る
。

 

 
 

さ
ら

に
、

具
体

的
な

配
布

方
法

に
つ

い
て

は
、

八
千

代
市

選
挙

公
報

の
発

行
に

関
す

る
規

程
（

昭
和

６
１

年
八

千
代

市
選

管
規

程
第

２
号

。
以

下
「

規
程

」
と

い
う

。
）

第
１

３
条

で
「

条
例

第
５

条
の

規

定
に

よ
る

選
挙

公
報

の
配

布
は

、
委

員
会

が
指

定
す

る
新

聞
折

り
込

み
の

方
法

に
よ

り
行

う
も

の
と

す

る
。

た
だ

し
、

当
該

新
聞

に
つ

い
て

未
購

読
の

選
挙

人
に

対
し

て
は

、
選

挙
公

報
を

容
易

に
入

手
す

る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

補
完

す
る

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

」
と

規
定

し
て

い
る

。
 

 
 

本
件

選
挙

で
は

、
こ

れ
ら

の
規

定
に

基
づ

き
選

挙
公

報
が

発
行

さ
れ

た
。

 

３
 

事
実

経
過

 

 
 

令
和

４
年

１
２

月
１

１
日

 
 

本
件

選
挙

の
告

示
 

 
 

 
 

 
 

同
日

 
 

 
 

 
 

各
候

補
者

か
ら

選
挙

公
報

掲
載

申
請

を
受

付
、

受
理

 

 
 

 
 

 
 

同
日

 
 

 
 

 
 

１
７

時
１

５
分

に
、

各
候

補
者

の
掲

載
文

を
選

挙
公

報
に

掲
載

す
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
順

序
を

定
め

る
く

じ
を

行
い

、
順

序
を

決
定

 

 
 

 
 

 
 

同
日

 
 

 
 

 
 

２
０

時
頃

に
、

原
稿

校
正

が
完

了
し

、
当

該
選

挙
公

報
に

係
る

デ
ー

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
タ

を
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
 

 
 

令
和

４
年

１
２

月
１

２
日

 
 

夕
方

に
、

印
刷

を
委

託
し

た
業

者
か

ら
選

挙
公

報
が

納
品

 

 
 

令
和

４
年

１
２

月
１

３
日

 
 

市
内

４
箇

所
全

て
の

期
日

前
投

票
所

に
選

挙
公

報
を

備
え

置
く

と
と

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
も

に
、

市
役

所
、

支
所

、
図

書
館

、
公

民
館

等
の

公
共

施
設

３
１

箇
所

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

加
え

、
市

内
に

あ
る

駅
７

箇
所

全
て

に
選

挙
公

報
を

配
架

又
は

備
え

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
置

く
。

 

 
 

令
和

４
年

１
２

月
１

４
日

 
 

朝
日

新
聞

、
産

経
新

聞
、

日
本

経
済

新
聞

、
毎

日
新

聞
、

読
売

新
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
聞

、
千

葉
日

報
、

東
京

新
聞

の
朝

刊
に

選
挙

公
報

を
折

込
む

と
と

も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

、
新

聞
未

購
読

世
帯

で
今

ま
で

に
申

出
が

あ
り

、
登

録
し

た
世

帯
に

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
対

し
、

選
挙

公
報

を
戸

別
配

布
 

 
 

令
和

４
年

１
２

月
１

８
日

 
 

本
件

選
挙

を
執

行
 

当
事

者
の

主
張

の
要

旨
 

１
 

申
立

人
の

主
張

 

 
 

本
件

選
挙

で
発

行
さ

れ
た

任
意

制
選

挙
公

報
は

、
公

選
法

第
１

６
７

条
か

ら
第

１
７

１
条

ま
で

の
規

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第４９号 令和 5 年 4 月 18 日 (火曜日) 
 

 
 

 

                                   

 
 

 
 

                                   

 
定

に
準

じ
て

発
行

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
定

め
ら

れ
て

お
り

、
そ

の
発

行
方

法
は

公
選

法
第

１
７

０
条

１
項

に
基

づ
い

て
定

め
ら

れ
た

条
例

第
５

条
の

と
お

り
、

有
権

者
各

世
帯

に
対

し
て

選
挙

日
前

日

ま
で

に
配

布
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

の
、

配
布

さ
れ

な
か

っ
た

。
 

 
 

公
選

法
第

１
７

０
条

２
項

で
、

有
権

者
各

世
帯

に
選

挙
公

報
を

配
布

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

特
別

の
事

情
が

あ
る

と
き

は
、

予
め

都
道

府
県

の
選

挙
管

理
委

員
会

に
届

け
出

て
、

選
挙

公

報
を

配
布

す
べ

き
日

ま
で

に
新

聞
折

り
込

み
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

方
法

に
よ

る
配

布
を

行
う

こ
と

に

よ
っ

て
、

規
定

に
よ

る
配

布
に

代
え

る
こ

と
が

出
来

る
、

と
し

て
い

る
の

は
、

新
聞

折
り

込
み

及
び

公

共
施

設
に

備
え

置
く

こ
と

で
良

い
と

す
る

、
配

布
方

法
の

選
択

肢
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

の
で

は
な

い
。

 

 
 

本
件

選
挙

で
は

、
有

権
者

各
世

帯
へ

の
配

布
が

困
難

で
あ

る
と

す
る

合
理

的
理

由
も

な
く

、
選

挙
公

報
仕

上
が

り
か

ら
投

票
日

前
日

ま
で

の
６

日
間

、
大

き
な

余
地

を
残

し
た

ま
ま

規
程

第
１

３
条

に
よ

り
、

公
共

施
設

に
備

え
置

く
と

共
に

、
新

聞
折

込
及

び
申

出
の

あ
っ

た
世

帯
の

み
を

対
象

と
し

て
選

挙

公
報

を
配

布
し

た
。

 

 
 

公
選

法
で

、
配

布
で

き
る

文
書

図
画

が
大

き
く

制
限

さ
れ

る
中

、
規

程
に

よ
っ

て
選

挙
公

報
を

新
聞

契
約

世
帯

及
び

申
し

出
の

あ
っ

た
世

帯
に

の
み

配
布

す
る

点
、

重
要

な
判

断
材

料
と

な
る

選
挙

公
報

が

多
数

の
有

権
者

世
帯

に
配

布
さ

れ
な

か
っ

た
た

め
に

公
正

な
選

挙
が

妨
げ

ら
れ

た
点

が
公

選
法

第
１

７

０
条

に
違

反
し

て
い

る
。

 

 
 

な
お

、
こ

の
違

反
に

よ
り

直
接

的
な

影
響

を
受

け
る

の
は

、
選

挙
当

日
有

権
者

が
１

６
５

，
５

８
７

人
の

中
で

、
２

０
２

２
年

の
新

聞
定

期
購

読
率

を
参

考
と

し
て

影
響

対
象

有
権

者
数

を
約

４
１

．
７

％

と
仮

定
し

た
場

合
に

は
、

約
６

９
，

０
５

０
人

の
有

権
者

に
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
る

こ
と

に
な

り
、

さ

ら
に

調
査

結
果

と
し

て
確

認
出

来
る

、
選

挙
の

際
に

参
考

に
す

る
メ

デ
ィ

ア
と

し
て

選
挙

公
報

と
す

る

割
合

３
０

．
８

％
を

適
用

し
た

場
合

に
は

約
２

１
，

２
６

７
人

の
有

権
者

に
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
る

こ

と
に

な
る

。
 

 
 

一
方

で
今

回
の

選
挙

結
果

は
、

最
下

位
当

選
人

と
次

点
の

得
票

差
が

１
０

９
票

で
あ

り
、

一
位

得
票

数
は

３
，

７
２

９
票

、
最

下
位

得
票

数
は

１
２

３
票

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
再

選
挙

に
よ

っ
て

選
挙

の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
と

想
定

す
る

こ
と

も
理

に
か

な
う

。
 

 
 

よ
っ

て
本

件
選

挙
を

無
効

と
し

て
、

選
挙

公
報

の
原

則
有

権
者

各
世

帯
配

布
で

の
再

選
挙

の
実

施
を

申
し

立
て

る
。

 

２
 

市
委

員
会

の
主

張
 

 
 

選
挙

の
効

力
に

関
す

る
争

訟
に

お
い

て
選

挙
が

無
効

と
さ

れ
る

の
は

、
公

選
法

第
２

０
５

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

「
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
」

と
き

で
あ

り
、

か
つ

、
そ

の
違

反
が

「
選

挙
の

結
果

に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

」
場

合
で

あ
る

。
 

 
 

申
立

人
は

、
選

挙
公

報
が

各
世

帯
へ

配
布

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

が
公

選
法

に
違

反
し

て
い

る
と

主
張

す
る

が
、

当
委

員
会

は
、

公
選

法
に

準
じ

て
制

定
さ

れ
た

条
例

及
び

同
条

例
に

基
づ

き
制

定
さ

れ
た

規

程
の

定
め

に
よ

り
、

選
挙

公
報

の
新

聞
折

込
み

配
布

を
行

っ
て

お
り

、
さ

ら
に

新
聞

未
購

読
世

帯
に

対

し
て

は
、

ポ
ス

テ
ィ

ン
グ

に
よ

る
戸

別
配

布
に

加
え

、
選

挙
人

が
選

挙
公

報
を

容
易

に
入

手
す

る
こ

と
 

 

 
が

で
き

る
よ

う
多

様
な

補
完

措
置

を
講

じ
て

い
る

と
と

も
に

、
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
の

掲
載

に
よ

る
情

報
提

供
を

行
う

な
ど

本
件

選
挙

に
係

る
一

連
の

選
挙

公
報

の
発

行
手

続
は

適
法

に
行

わ
れ

て
お

り
、

法

令
等

に
照

ら
し

、
選

挙
の

管
理

執
行

手
続

に
関

す
る

規
定

に
何

ら
違

反
す

る
事

実
は

な
い

。
 

 
 

こ
れ

に
対

し
、

申
立

人
は

、
単

に
自

ら
の

主
観

的
な

主
張

を
述

べ
る

に
と

ど
ま

り
、

特
段

こ
れ

ら
の

手
続

き
を

否
定

す
る

事
実

も
示

し
て

お
ら

ず
、

到
底

そ
の

主
張

を
認

め
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

 
 

次
に

、
申

立
人

は
、

各
世

帯
に

選
挙

公
報

が
配

布
さ

れ
て

い
な

い
一

事
を

も
っ

て
、

公
正

な
選

挙
が

妨
げ

ら
れ

、
有

権
者

及
び

候
補

者
の

参
政

権
ま

で
も

が
妨

げ
ら

れ
た

と
選

挙
無

効
を

主
張

す
る

が
、

選

挙
公

報
を

入
手

し
よ

う
と

思
え

ば
容

易
に

入
手

す
る

こ
と

が
で

き
る

措
置

を
講

じ
て

い
た

の
は

前
述

の

と
お

り
で

あ
り

、
そ

も
そ

も
選

挙
に

お
い

て
、

選
挙

人
が

候
補

者
を

選
択

す
る

基
準

は
多

種
多

様
で

あ
っ

て
、

選
挙

公
報

も
そ

の
一

つ
で

あ
る

が
、

「
選

挙
に

お
い

て
、

個
々

の
選

挙
人

の
候

補
者

の
選

択
、

投
票

意
思

の
決

定
が

い
か

な
る

要
因

に
よ

つ
て

行
わ

れ
る

か
は

、
各

人
各

様
」

（
昭

和
３

９
年

１

２
月

１
０

日
最

高
裁

判
所

判
決

）
で

あ
り

、
選

挙
人

が
ど

の
よ

う
な

基
準

・
判

断
で

投
票

行
動

を
と

る

の
か

は
各

人
そ

れ
ぞ

れ
で

あ
る

以
上

、
選

挙
公

報
を

判
断

材
料

と
す

る
か

は
選

挙
人

の
自

由
な

判
断

に

よ
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

 
 

さ
ら

に
付

け
加

え
る

な
ら

ば
、

本
件

選
挙

に
お

け
る

選
挙

人
の

投
票

行
動

は
、

自
己

の
自

由
な

意
思

に
基

づ
き

投
票

を
選

択
で

き
る

状
況

に
あ

り
、

選
挙

人
の

自
由

な
判

断
を

阻
害

し
、

選
挙

の
自

由
公

正

の
原

則
が

没
却

さ
れ

る
よ

う
な

事
実

は
な

い
こ

と
か

ら
も

、
申

立
人

の
主

張
に

理
由

が
な

い
の

は
明

ら

か
で

あ
る

。
 

 
 

し
た

が
っ

て
、

本
件

選
挙

に
お

け
る

選
挙

公
報

の
発

行
手

続
に

「
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
」

事
実

が
な

い
以

上
、

「
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
虞

」
が

な
い

の
は

明
ら

か
と

言
え

る
が

、
例

え
ば

、

仮
に

規
定

違
反

が
あ

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
「

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
」

に
該

当
す

る
に

は
、

主
観

的
な

可
能

性
で

は
足

り
ず

、
客

観
的

な
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

そ

の
こ

と
を

立
証

す
る

責
任

の
あ

る
申

立
人

か
ら

は
、

そ
れ

ら
を

裏
付

け
る

客
観

的
な

事
実

が
示

さ
れ

て

い
な

い
こ

と
か

ら
も

、
い

ず
れ

の
主

張
も

「
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
虞

が
あ

る
」

事
由

に
該

当

し
な

い
の

は
明

ら
か

で
あ

る
。

 

 
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

申
立

人
の

主
張

に
は

理
由

が
な

い
た

め
、

本
件

審
査

申
立

て
を

棄
却

す
る

裁
決

を
求

め
る

。
 

裁
 

決
 

の
 

理
 

由
 

 
当

委
員

会
は

、
本

件
審

査
の

申
立

て
を

適
法

な
も

の
と

認
め

、
市

委
員

会
か

ら
弁

明
書

及
び

証
拠

書
類

を
、

申
立

人
か

ら
反

論
書

を
そ

れ
ぞ

れ
徴

す
る

な
ど

、
慎

重
に

審
理

し
、

そ
の

結
果

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

１
 

判
断

基
準

に
つ

い
て

 

 
 

お
よ

そ
選

挙
が

無
効

と
さ

れ
る

の
は

、
公

選
法

第
２

０
５

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
が

あ
り

、
当

該
規

定
違

反
の

た
め

に
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
虞

が
あ

る
場

合

に
限

ら
れ

る
。

 

 
 

こ
こ

で
い

う
「

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

」
と

は
、

「
主

と
し

て
選

挙
管

理
の

任
に

あ
る

機
関
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が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

に
関

す
る

明
文

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

、
又

は
直

接
そ

の
よ

う
な

明
文

の
規

定
が

な
く

と
も

、
選

挙
の

管
理

執
行

の
手

続
上

、
選

挙
法

の
基

本
理

念
た

る
選

挙
の

自
由

公
正

の

原
則

が
著

し
く

阻
害

さ
れ

る
こ

と
」

（
最

高
裁

判
所

昭
和

６
１

年
２

月
１

８
日

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

ま
た

、
「

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

」
と

は
、

「
そ

の
違

反
が

な
か

つ
た

な
ら

ば
、

選
挙

の
結

果
、

す
な

わ
ち

候
補

者
の

当
落

に
、

現
実

に
生

じ
た

と
こ

ろ
と

異
つ

た
結

果
の

生
ず

る

可
能

性
の

あ
る

場
合

を
い

う
」

（
最

高
裁

判
所

昭
和

２
９

年
９

月
２

４
日

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

も
っ

と
も

、
上

記
可

能
性

は
、

主
観

的
な

可
能

性
で

は
な

く
、

客
観

的
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら

ず
、

ま
た

、
異

動
の

可
能

性
の

あ
る

よ
う

な
違

法
が

あ
っ

て
も

、
具

体
的

事
実

に
つ

き
異

動
を

及
ぼ

す

こ
と

が
な

か
っ

た
こ

と
が

充
分

立
証

さ
れ

る
場

合
は

、
異

動
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
な

い
場

合
と

考
え

る

べ
き

で
あ

る
（

「
逐

条
解

説
公

職
選

挙
法

（
下

）
（

ぎ
ょ

う
せ

い
）

黒
瀬

敏
文

・
笠

置
隆

範
」

１
，

７

９
０

ペ
ー

ジ
参

照
）

。
 

 
 

そ
し

て
、

こ
れ

ら
の

無
効

原
因

及
び

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
に

該
当

す
る

事
実

は
、

選
挙

の
無

効
を

主
張

す
る

申
立

人
に

お
い

て
立

証
す

る
責

任
が

あ
る

（
最

高
裁

判
所

昭
和

２
３

年
７

月

２
９

日
判

決
）

。
 

 
 

そ
こ

で
、

当
委

員
会

は
、

こ
う

し
た

観
点

か
ら

、
本

件
選

挙
が

無
効

と
さ

れ
る

場
合

に
該

当
す

る
か

否
か

に
つ

い
て

検
討

し
た

。
 

２
 

当
委

員
会

の
判

断
 

（
１

）
「

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

」
に

つ
い

て
 

 
 

 
申

立
人

は
、

本
件

選
挙

に
お

い
て

有
権

者
各

戸
世

帯
へ

の
配

布
が

困
難

と
す

る
合

理
的

理
由

も
な

く
、

新
聞

折
込

み
等

に
よ

り
選

挙
公

報
を

配
布

し
た

こ
と

が
公

選
法

第
１

７
０

条
に

違
反

し
て

い
る

と
主

張
す

る
。

 

 
 

 
し

か
し

、
本

件
選

挙
の

選
挙

公
報

は
、

申
立

人
が

主
張

す
る

よ
う

に
任

意
制

選
挙

公
報

で
あ

り
、

公
選

法
第

１
７

０
条

が
直

ち
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で

は
な

く
、

公
選

法
に

準
じ

て
制

定
さ

れ
た

条
例

及
び

同
条

例
に

基
づ

く
規

程
に

基
づ

い
て

配
布

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。
本

件
選

挙
で

は
、

規
程

第
１

３
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

新
聞

折
込

み
に

よ
る

配
布

に
加

え
、

新
聞

未
購

読
世

帯
に

対
す

る
補

完
措

置
と

し
て

、
事

前
に

登
録

し
た

世
帯

へ
の

ポ
ス

テ
ィ

ン
グ

に
よ

る
戸

別
配

布
、

公
共

施
設

等
へ

の
備

え
置

き
、

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲

載
を

行
っ

て
お

り
、

選
挙

の
管

理
執

行
手

続
に

関
す

る
規

定
に

何
ら

違
反

す
る

事
実

は
認

め
ら

れ
な

い
。

 

 
 

 
な

お
、

本
件

選
挙

の
選

挙
公

報
は

任
意

制
選

挙
公

報
で

は
あ

る
が

、
公

選
法

第
１

７
０

条
違

反
が

あ
る

か
に

つ
い

て
も

、
念

の
た

め
以

下
検

討
す

る
。

 

 
 

 
公

選
法

第
１

７
０

条
で

は
、

各
世

帯
に

選
挙

公
報

を
配

布
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
特

別
の

事
情

が
あ

る
と

き
は

新
聞

折
込

み
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

方
法

に
よ

る
配

布
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

と
さ

れ
て

い
る

。
そ

し
て

、
「

特
別

の
事

情
が

あ
る

」
市

町
村

と
は

、
「

大
都

市
及

び
そ

の
周

辺
地

域
等

に
お

い
て

、
急

激
な

人
口

の
変

動
、

居
住

態
様

の
複

雑
化

等
に

よ
っ

て
、

多
く

の
市

町
村

で
通

常
行

わ
れ

て
い

る
よ

う
な

職
員

又
は

自
治

会
、

行
政

協
力

員
等

の
自

治
組

織
の

協
力

に
よ

 
 

 

 

 
 

る
有

権
者

の
各

世
帯

へ
の

配
布

等
が

現
実

問
題

と
し

て
極

め
て

困
難

で
あ

る
よ

う
な

状
況

に
あ

る
市

町
村

」
を

い
う

（
「

逐
条

解
説

公
職

選
挙

法
（

中
）

（
ぎ

ょ
う

せ
い

）
黒

瀬
敏

文
・

笠
置

隆
範

」

１
，

４
４

６
ペ

ー
ジ

参
照

）
）

。
 

 
 

 
こ

の
点

、
市

選
挙

管
理

委
員

会
に

聴
取

し
た

と
こ

ろ
、

八
千

代
市

の
自

治
会

加
入

率
は

５
２

％

（
令

和
４

年
４

月
１

日
時

点
）

で
あ

り
、

自
治

組
織

の
協

力
に

よ
る

有
権

者
の

各
世

帯
へ

の
配

布
等

が
極

め
て

困
難

で
あ

る
よ

う
な

状
況

に
あ

る
と

認
め

ら
れ

、
ま

た
前

記
の

と
お

り
新

聞
未

購
読

世
帯

へ
の

補
完

措
置

も
複

数
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
公

選
法

第
１

７
０

条
の

規
定

に
明

ら
か

に
違

反
し

て
い

る
事

実
は

認
め

ら
れ

な
い

。
 

 
 

 
よ

っ
て

、
申

立
人

の
主

張
に

は
理

由
が

な
い

。
 

（
２

）
「

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

」
こ

と
に

つ
い

て
 

 
 

 
申

立
人

は
、

重
要

な
判

断
材

料
と

な
る

選
挙

公
報

が
多

数
の

有
権

者
世

帯
に

配
布

さ
れ

な
か

っ
た

た
め

、
有

権
者

及
び

立
候

補
者

の
参

政
権

が
妨

げ
ら

れ
た

と
主

張
す

る
。

 

 
 

 
し

か
し

、
最

高
裁

判
所

昭
和

２
３

年
７

月
２

９
日

判
決

の
と

お
り

、
無

効
原

因
及

び
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

に
該

当
す

る
事

実
は

、
申

立
人

に
お

い
て

立
証

す
る

責
任

が
あ

る
が

、
申

立
人

は
「

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

」
こ

と
に

つ
い

て
、

独
自

の
主

張
を

述
べ

る
だ

け
で

あ
り

、
選

挙
公

報
が

多
数

の
有

権
者

世
帯

に
戸

別
配

布
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
候

補
者

の
当

落
に

、
現

実
に

生
じ

た
と

こ
ろ

と
異

な
っ

た
結

果
が

生
じ

た
可

能
性

が
あ

る
こ

と
に

つ
き

、
何

ら
具

体
的

な
証

拠
を

示
し

て
い

な
い

。
 

 
 

 
よ

っ
て

、
申

立
人

の
主

張
に

は
理

由
が

な
い

。
 

（
３

）
ま

と
め

 

 
 

 
以

上
の

と
お

り
、

申
立

人
の

主
張

は
公

選
法

第
２

０
５

条
第

１
項

で
規

定
す

る
「

選
挙

の
規

程
に

違
反

す
る

こ
と

」
に

当
た

ら
ず

、
「

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

」
こ

と
に

つ
き

具
体

的
な

立
証

も
な

い
こ

と
か

ら
、

本
件

選
挙

の
効

力
を

無
効

と
す

る
申

立
人

の
主

張
に

は
い

ず
れ

も
理

由
が

な
い

。
 

 
よ

っ
て

、
当

委
員

会
は

主
文

の
と

お
り

裁
決

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

４
月

６
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県
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管
理
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員

会
委

員
長
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地
 

 
秀

 
樹
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